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「平成29年度原子力総合防災訓練」の成果概要について

1. 訓練の目的

平成 30年 3月 20日

内開府（原子力防災担当）

原子力総合防災訓純は、原子力災害発生時の対応体制を検証することを目的として、原子力

災害対策特別措骰法（平成 11年法律第 15 6号。以下「原災法」という。）に基づき、原子力

緊急事態を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で実施する訓練である。

平成29年度の原子力総合防災訓練は、以下を訓練目的として実施した。

(1) 国、地方公共団体及ぴ原子力事業者における防災体制や関係機関における協力体制の実効

性の確認

(2)原子力緊急事態における中央と現地の体制やマニュアルに定められた手順の確認

(3) 「玄海地城の緊急時対応」に基づく避難計画の検証

(4)訓練結果を踏まえた教訓の抽出、緊急時対応等の改善

) (5)原子力災害対策に係る要員の技能の習熟及び原子力防災に朋する住民理解の促進

以下、成果概要を報告する。

2.実施時期及び対象施設

(1)実施時期

平成29年 9月 3日（日） ～4日（月）

(2) 防災訓練の対象となる事業所

九州電力株式会社 玄海原子力発電所

3 参加機関及び参加人数

参加機関 3 6 7機関、参加人数約 7, 0 0 0人（内住民約 3, 2 0 0人）

4. 評価結果

4. 1 重点訓練項目に係る評価結果

4. 1. 1 実施概要

(1)迅速な初動体制の確立訓練

警戒事態の発生を受け、原子力規制庁緊急時対応センター（以下「ERC」という。）では、

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部（以下「原子力事故警戒本部」という。）

の設骰等に係る措骰を行うとともに、今後の事態進展の可能性を踏まえ、原子力事故警戒本

部からの要請に基づき、佐賀県、長崎県及び福岡県において、 PAZ及びPAZに準じた防

護措骰を実施する地域内の施設敷地緊急事態要避難者の避難準備等を実施した。 •

原災法第 10条通報を受け、官邸及びERCでは、原子力規制委員会・内閣府原子力事故

合同対策本部（以下「原子力事故対策本部」という。）の設骰等に係る措骰を行うとともに、

緊急事態応急対策等拠点施設（以下「OFC」という。）への内閣府副大臣（原子力防災担当）

をはじめとする内閣府、原子力規制庁等の職員の緊急派遣、原子力施設事態即応センター（九

州電力株式会社本店） への原子力規制庁職員の緊急派造及び全面緊急事態の発生に備えた関

係省庁職員の派遣準備の要請を実施した。

原災法第 15条該当事象の連絡を受け、中央及び現地組織の構成員となるべき関係省庁の

職員をERC及びOFCの各拠点施設へ参集させるとともに、原子力緊急事態宜言の発出、

原子力災害対策本部の設置を実施した。（＊）
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＊北朝鮮の核実験に伴う政府としての緊急事案への対処を饂先するため、官邸で実施する ~JII

錬について場所と参加者を変更した。

(2)中央と現地組織の運携による防護措置の実施方針等に係る意思決定訓練

① 警戒事態

咎戒事態においては、玄悔原子力発屯所4号機の事故の進展により原子力災害対策指針

に示す誓戒事態に該当したことから、 PAZ及びPAZに準じた防護措骰を実施する地域

内の施設敷地緊急事態要避難者の避難準備、安定ヨウ索剤の配布準備、緊急時モニタリン

グ準備に係る要餅／及び施設敷地緊急事態における防護措骰の実施方針（案）を策定 ・決定

した。

具体的には、佐質貼北部での地猿の発生と、福岡地方、佐賀県北部及び長崎肌北部にお

いて波浪注意報が継続しているとの想定のもと、佐賀県では、避難等に際しての基本的考

え方に基づき、地震からの安全を確保することを保先した上でPAZ内の施設敷地緊急事

態要避難者の避難準備、無理に避難すると健康リスクが麻まる要配應者の放射線防睡対策

施股への屋内退避準備等を決定した。長崎肌では、 PAZに準じた防護措岡を実施する地

城の一部に離品（黒品）が含まれることから、避難等に際しての基本的考え方に基づき、

地震からの安全を確保することに加えて黒島の施股敷地緊急事態要避難者について、悔路

避難が可能となるまでの間の放射線防泄対策施設への屋内退避準備等を決定した。

② 施設敷地緊急事態

施設敷地緊急事態においては、波浪及び地頒との複合災害時における原子力災害に係る

避難等に際しての基本的考え方に基づき、施設敷地緊急事態における要訥及ぴ全面緊急事

態における防護措脱の実施方針（案）を策定・決定した。

具体的には、佐賀肌では、 PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難、無理に避難す

ると健康リスクが高まる要配礁者の放射線防護対策施股への屋内退避、 PAZ内住民の避

難準備等を決定した。長崎貼では、波浪注意報が継続していることから、 PAZに準じた

防護措j性を実施する地域である黙島の施設敷地緊急事態要避難者について、引き続き海路

避難が可能となるまでの間の放射線防閥対策施設への屋内退避等を決定した。

③ 全面緊急事態

全面緊急事態においては、波浪注意報の継続により海路避難が困難である黒品の住民等

の孤立状況や、プラントの事故進展及ぴ道路啓開に係る対応状況も考虚の上、中央と現地

が連携（原子力災害対策本部と非常災害対策本部の合同会誂やOFCにおける原子力災害

合同対策協厳会の開催等）して、波浪及び地震との複合災害時における原子力災害に係る

避難等に際しての基本的考え方に基づき、全面緊急事態における指示及ぴ防護措樅の実施

方針の確認を行った。

具体的には、佐供県では、 PAZ内住民の避難、安定ヨウ素剤の服用等を決定した。長

崎県では、波浪注意報が継続していることから、 PAZに準じた防護措骰を実施する地域

である黒品の住民について、放射線防渡対策施設への屋内退避を指示し、その後、天候回

復後に避難体制が撒い次第、海路避難を行うことを決定した。また各県では、 UPZ内住

民の屋内退避を行うことを決定した。

④ UPZ内一部住民の一時移転

玄悔町においては、全面緊急事態後の緊急II寺モニタリング実施計画に某づく測定の結呆、

一部の地区においてOIL2を超える空間線猷率が計測されたことから、原子力災害対策

本部では一時移転の対象となる地域を特定し、一時移転の指示を行った。 OFCにおける
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